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第13回会議の「地域課題」のまとめと今後の方向性
当日資料２

安曇野市地域包括ケア推進会議

高齢者が社会参加・外出できる地域の多様な通いの場
〜免許返納後等の移動⼿段が難しい⾼齢者のフレイル予防〜

１．過疎地域では本人・家族の意向や状態にあったデイサービス選びが難しい
→明科地域の通所サービスや通いの場の現状と課題について、関係者で意識統一のための
地域ケア個別会議の開催

２．デイサービス以外の多様な通いの場の活用と利用するための移動手段が課題
→生活支援コーディネーターと包括、ケアマネの連携の場（懇談会）の設置と定例化
→自立支援につながるケースの明確化、また専門職（理学療法士会、薬剤師会）との連携体制を強化し、
自立支援型地域ケア個別会議を定例化

→総合事業サービスC（短期集中支援）の実施個所を２か所から３か所へ増やす。

＜地域課題＞

【令和６年度地域ケア個別会議等から出された課題と令和７年度の対応】

今後の方向性

１．一体的実施事業によるフレイル状態の⾼齢者の把握と、各種事業へのつなぎと個別支援
２．専門職と連携した地域の通いの場の支援と、区との連携を強化した通いの場の支援
３．自立支援につながる総合事業サービスCの定着と拡大 → 優先事項
４．官⺠連携事業（※）による送迎付きの通いの場の創設と拡大 → 優先事項
※「いきいき大楽（だいがく）」

介護事業所の空き⾞両と、⺠間事業者の空きスペースを拠点に、
地域の専門職や地域住⺠が協働・連携して実施する新たな通いの場

通所型サービスC事業概要
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活動量が少なくなる農閑期の⾼齢者が、春先から元気に農作業等をつづけられることを目指した「通所型
サービスC」の実施

通所型サービスCのコンセプト

期 間：R7.12〜R8.2 （12回実施）
対象者：要支援１、２又は事業対象者（※総合事業：通所介護相当サービス等の利用のない人）
実施数：３か所（豊科地域、穂⾼地域、三郷地域、明科地域（一部））
内 容：運動指導（個別指導）、体力測定

事業概要

包括名
（地域）

中部包括
（豊科地域、明科地域）

南部包括
（三郷地域）

北部包括
（穂高地域）

教室名 ホッとあんしん体操教室 みさとあったかジム あいあい健康広場

実施者 NPO法人JAあづみくらしの助け合い
ネットワークあんしん 城⻄医療財団 慈泉会

実施場所 地域支え合いセンター
あんしん ‘S’ウェルネスクラブ一日市場 相澤通所リハビリテーションあ

ずみの

定員 10名
（送迎10名）

10名
（送迎５名）

5名×２クール
（送迎５名）

利用人数 ８人（送迎５人） ８人（送迎５人） ①月曜 ５人（送迎５人）
②木曜 ６人（送迎５人）

【令和７年度】



通所型サービスC事業概要
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NPO法人JAあづみくらしの助け合い
ネットワークあんしん 城⻄医療財団 慈泉会

・事業者の強み、特色（スタッフ資格、機能等）を生かした個別支援を実施
・事業終了後は、セルフケアの継続と地域の多様な通いの場へ参加

訪問型サービスC事業概要
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類型 運動 口腔 栄養

内容

（例）
・自宅でできる運動メニューの提案
・転倒予防対策
・加齢による筋力低下予防
・病気やけがの後の身体機能低下予
防 等

（例）
・⻭みがきや⼊れ⻭の清掃⽅法
・口腔体操、飲み込み改善のための
体操などの提案
・⻭科治療や⻭科医院等の受診相談
等

（例）
・食生活全般に関する助言
・食材の選び⽅
・簡単な調理⽅法の紹介
・低栄養予防のための食事のコツ
等

実施者 理学療法士、作業療法士 在宅⻭科衛生士
市職員（⻭科衛生士） 市職員（管理栄養士）

R6
実施回数 ２人（延べ３回） ５人（延べ１５回） ―

事業概要
期 間：原則３か⽉間（⽉１回〜２回実施）
対象者：要支援１、２又は事業対象者のうち、基本チェックリストの運動・口腔・栄養項目に該当し、

生活機能（入浴、家事、外出等）の向上を図りたい方
内 容：運動・栄養・口腔各分野の専門職が自宅を訪問し、身体の状態や生活環境に応じた指導

・身体、生活機能の評価から適切な支援をし、生活機能の維持、向上を図る
・事業終了後は、セルフケアの継続と社会参加・外出ができる
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総合事業サービスCの対象者の範囲

○事業対象者、要支援者は適切な介⼊により生活機能の維持向上ができる可能性が⾼い。
○単に「できないことを、代わりにやる」という意味での支援ではなく、可能な限り自分でできることは
自分で対応し、「できないこと」を可能な限り「できるようにするための」支援を提供する。

送迎が必要な人

いきいき大楽（だいがく）の概要
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複数の⺠間事業所等が協働・連携した持続可能・移動⼿段が確保された多様な通いの場。デイサービス等
を間借りしての通いの場を複数用意し、⾼齢者が自分に合った通いの場を選択して利用できる。

いきいき大楽のコンセプト

期 間：R7.4〜R8.3（⽉２回実施）
対象者：65歳以上、免許返納者には送迎
実施数：２か所（穂高地域から試行的実施）
内 容：運動指導（個別指導）、医療・介護専門職による講話、レクリエーション等

事業概要

大楽名 元気塾
（R7.4開始）

スポーツジムzero

（R8.1開始）
実施者 社協 株式会社ZERO

実施場所 碌山公園研成ホール Training Gym ZERO

穂⾼店

定員 40名×２クール
（送迎10名）

15名
（送迎10名程度）

利用人数 30人程度
（１回あたり） −

協働・
連携先 社協穂高デイ空き車両 社協穂高デイ空き車両

生活支援体制整備事業の中の「住⺠参画・官⺠連携推進事業」での実施。

【事業イメージ】

⾼齢者が得意なことを生かし、
担い⼿になることも期待
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いきいき大楽（だいがく）の対象者の範囲

○事業対象者、要支援者は適切な介⼊により生活機能の維持向上ができる可能性が⾼い。
○単に「できないことを、代わりにやる」という意味での支援ではなく、可能な限り自分でできることは
自分で対応し、「できないこと」を可能な限り「できるようにするための」支援を提供する。

送迎が必要な人

いきいき大楽
（だいがく）


